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労務 ROAD 

社長が入れる 
労災保険のことなら 

「葛城経営研究会」 

詳しくは、 
06-6224-0480 まで！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月労務スケジュール 
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▮令和８年に施行される法改正等について① 
～ 厚生年金法、障害者雇用、男女賃金差公表 ～ 

昨年は新卒として入社し、社

会人生活に慣れることに精

一杯の一年でした。日々の業

務や生活リズムに戸惑うこ

ともありましたが、多くの方

に支えていただきながら、少

しずつ前に進むことができ

たと感じています。今年は、

日々の業務に取り組みなが

ら、勉強や趣味の時間も大切

にし、時間を有効に使うこと

で、充実した一年にしていき

たいと思います！ 

本年もどうぞ 

よろしくお願 

いいたします。 

（田中） 

VOL.990 

（2601-3） 

 

１．働く方の年金が減額(※1)になる基準額(※2)が変わります 

今年も人事労務関連の分野では多くの法改正等があります。 
今回は第一弾として、厚生年金法、障害者雇用、男女賃金差公表についてご案内 
いたします。 

・地域別最低賃金の改定 
（福島、徳島、熊本、大分） 
 
・年末調整 
 
・賞与支払届の提出 
（賞与支払日から 5 日以内） 

※この基準額は令和7年12月時点の金額であり、 
令和8年1月下旬に正式に確定される予定です。 

２．障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます 

３．男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 

(※1)老齢基礎年金は減額されません。  
(※2)基準額とは賃金と老齢厚生年金を合わせた金額です。上記の金額は毎年度、 

賃金の変動に応じて改定されます。 

～ 女性活躍推進法が改正されました！ ～ （2026年4月1日施行） 

令和８年３月まで           令和８年４月から 

 令和５年度 令和６年４月 令和８年７月 

・民間企業の法定雇用率 ２.３％  ➡ ２.５％  ➡ ２.７％ 

・対象事業主の範囲 ４３.５人以上 ４０.０人以上 ３７.５人以上 

 


